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市第49号議案 

   特定非営利活動促進法施行条例の一部改正 

 特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例を次のよう

に定める。 

   平成27年９月８日提出 

                 横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

   特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例 

 特定非営利活動促進法施行条例（平成24年２月横浜市条例第２号

）の一部を次のように改正する。 

 第２条第５項中「第30条の７第４項又は第６項」を「第30条の10

第１項又は第30条の12第１項」に、「都道府県知事（同法第30条の

10第１項の規定により指定情報処理機関に行わせることとした場合

にあっては、指定情報処理機関）」を「地方公共団体情報システム

機構」に、「本人確認情報」を「機構保存本人確認情報（同法第30

条の９に規定する機構保存本人確認情報（同法第７条第８号の２に

規定する個人番号を除く。）をいう。）」に改める。 

附 則 

 この条例は、平成27年10月５日から施行する。 

  

   提 案 理 由 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の制定に伴い

、関係規定の整備を図るため、特定非営利活動促進法施行条例の一

部を改正する必要があるので提案する。 
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 参  考  

   特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 施 行 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案 
                    (下 段  現  行) 

 （ 設 立 の 認 証 申 請 ） 

第 ２ 条  （ 第 １ 項 か ら 第 ４ 項 ま で 省 略 ） 

                         第 30 条 の 10  
５  第 ２ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 市 長 が 住 民 基 本 台 帳 法 

第 30 条 の ７ 

第 １ 項 又 は 第 30 条 の 12 第 １ 項       地 方 公 共 団 体 情 報 シ ス 
の 規 定 に よ り 

第 ４ 項 又 は 第 ６ 項            都 道 府 県 知 事 （ 同 法 第 

テ ム 機 構                           
30 条 の 10 第 １ 項 の 規 定 に よ り 指 定 情 報 処 理 機 関 に 行 わ せ る こ と と 

                            機 
か ら 当 該 役 員 に 係 る 

し た 場 合 に あ っ て は 、 指 定 情 報 処 理 機 関 ）          本 

構 保 存 本 人 確 認 情 報 （ 同 法 第 30 条 の ９ に 規 定 す る 機 構 保 存 本 人 確 
人 確 認 情 報 

認 情 報 （ 同 法 第 ７ 条 第 ８ 号 の ２ に 規 定 す る 個 人 番 号 を 除 く 。） を 
 

い う 。）  
の 提 供 を 受 け る と き は 、 第 １ 項 の 申 請 書 に は 、 第 ２ 項 第 

 

１ 号 に 掲 げ る 書 面 を 添 付 す る こ と を 要 し な い も の と す る 。 


